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内 円 円 円 内 円

円 人 従 人 内 人 従 人 人 従 人 人 内 人 人 人

内 円 O 円 円 円

（摘要）

(前職分）東根市中央○－○－○　ひがしね商事株式会社

令和５年３月３１日退職　　支払金額　1,500,000円　　徴収税額　12,300円　　社会保険料　130,000円
円 円 ㊁ 円 ㋭ 円 ㋬ 円

年 月 日 円

円 年 月 日 円

円 円 円

円 円

（右詰で記載してください。）

（電話）

勤
労
学
生

中途就・退職

9 8 7 5 4 3 0 9 8

○ 5 4 1

未
成
年
者

外
国
人

死
亡
退
職

災
害
者

乙
欄

本人が障害者

氏名又は名称 　株式会社　□□□△△△ 　０２３７－４２－○○○○

(

市

区

町

村

提

出

用

）

支
 

払
 

者

個人番号又は
法  人  番  号 7

住所（居所）
又は所在地 　山形県東根市大字東根甲○○○番地

6 2 1

日

特
別

そ
の
他 就職 退職 年 月

寡
婦

ひ

と

り

親

受給者生年月日

日 元号 年 月
昭和 50 3 3

5人目以降の16歳未満
の扶養親族の個人番号

個人番号 個人番号

（フリガナ） 区
分 4

区
分氏名 氏名

区
分氏名 氏名

個人番号

3

（フリガナ） 区
分 3

（フリガナ）

（フリガナ）

4

個人番号

（フリガナ） 区
分氏名 東　根　　　一　郎 氏名2

（フリガナ） ヒ　ガ　シ　ネ　　　イ　チ　ロ　ウ 区
分 2

個人番号 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ ４ 個人番号

5人目以降の控除対象
扶養親族の個人番号

個人番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２

控
除
対
象
扶
養
親
族

1

（フリガナ） ヒ　ガ　シ　ネ　　　ス　ギ 区
分 １

６
歳
未
満
の
扶
養
親
族

氏名 東　根　　　ス　ギ 氏名 東　根　　　春　美

個人番号 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ 個人番号 ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３ ４ 5

1

（フリガナ） ヒ　ガ　シ　ネ　　　ハ　ル　ミ 区
分

　(源泉・特別)　
　控除対象

配偶者

（フリガナ） ヒ　ガ　シ　ネ　　　ハ　ナ　コ
区
分 配偶者の

合計所得

国民年金保険
料等の金額

159,600
旧長期損害

保険料の金額 60,000
氏名

東　根　　　花　子
1,060,000

基礎控除の額
所得金額

調整控除額

新個人年金
保険料
の金額

旧個人年金
保険料
の金額90,000 120,000 80,000 300,000

住宅借入金
等特別控除
の額の内訳

住宅借入金
等特別控除

適用数

居住開始年月
日（1回目）

住宅借入金等
特別控除区分

(１回目）
住

住宅借入金等
年末残高
（１回目）1 28 10 6

住宅借入金
等特別控除

可能額

居住開始年月
日（２回目）

住宅借入金等
特別控除区分

(２回目）

住宅借入金等
年末残高
（２回目）195,000

特別

(

個
人
別
明
細
書

)

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

523,000

1 1 1

120,000 15,000 87,600

生命保険料
の金額の

内訳

新生命
保険料
の金額

旧生命
保険料
の金額

介護医療
保険料
の金額

260,000 1

老人
（配偶者を除く。）

特定 老　　　人 その他

給
与
支
払
報
告
書

 東根　太郎
種　　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

給与・賞与 6,000,000 4,360,000 2,608,000 0
  （源 泉） 控 除 対 象 配 偶 者

配 偶 者 （特 別）
控  除  の  額

控除対象扶養親族の数 16歳未満
扶養親族

の数

障 害 者 の 数
（本人を除く。）

非居住者
である

親族の数
   の　有　無

その他

 有 従有

8 9 0 1

（役職名）

氏
　
名

（フリガナ）

1 2 3 4 5 6

　ヒガシネ　タロウ

7　
　東根市中央一丁目１番○号

　　　　　◆記入についての注意点◆

　≪給与支払報告書（個人別明細書） 記入例≫ （番号のついている項目については裏面もご参照ください。）

6
※　種　別 ※　　　　整　理　番　号

支　払
を受け
る　者

区分

住
 

所

（個人番号） 0

『給与支払報告書(総括表)』
◎「指定番号」を必ず記入し、「給与支払者の個人番号又は法人番号」についても記入してください。

◎特別徴収・普通徴収を仕切紙で区分し、普通徴収該当者がいる場合には、理由記号ごとの該当する人数を記入
してください。

※記載内容・理由によっては、特別徴収となる場合があります。

『給与支払報告書(個人別明細書)』
◎以下の記入例にならい、誤りのないようにご記入ください。

※記載内容に誤りがある場合、税額が正しく計算されない場合があります。

◎氏名・フリガナ・生年月日・住所・個人番号は正確に記入してください。

※令和６年１月１日現在の住所を記入してください。

◎少額でも給与の支払いがある場合は提出をお願いいたします。

※年の途中で退職・休職した方及びパート・アルバイトの方についても提出してください。

◎普通徴収該当者がいる場合には、摘要欄に普通徴収・仕切紙の理由記号Ａ～Ｄを記入してください。

３

６

７

１

４

５

１２

２

９

給与の支払いを受ける方の

個人番号を記入します。

各欄の対象者について、それぞれ氏名、フリガナ及び個人番号を記入

します。

対象者が非居住者である場合には区分の欄に○を記入します。

控除対象となる配偶者（配特含む）、

扶養親族のうち非居住者がいる場

合、人数を記入します。

給与支払報告書を機械等で出

力する場合、印字のズレがない

ようにお願いします。

配偶者控除額又は配偶者特別控除の

額を記入します。

８

就職・退職の両方に該当する

場合は、両方に「○」を付け、

月日を二段書きにします。

控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養

親族がそれぞれ５人以上いる場合には、

⑫又は⑬に個人番号を記入します。

所得金額調整控除後の

金額を記入します。

１０ １１

１３

受給者の生年月日の元号

を和暦で記入します。

１４



【留意事項】復興特別所得税の計算
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年１月１日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、
復興特別所得税（源泉徴収すべき所得税の2.1％相当額）を併せて徴収し、納付しなければなりません。
年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額を算出してください。

未成年者から勤労学生までの各欄 各欄について、その受給者について該当する事項がある場合に〇を付してください。
なお、未成年者とは、平成18年１月３日以後に生まれた方をいいます。

住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合には適用数・居住開始年月日・控除区分・年
末残高を記入してください。
また、年末調整で控除しきれない金額がある場合には住宅借入金等特別控除可能額を記
入してください。
なお、控除に係る住宅の新築、取得または増改築等が特別特定取得に該当する場合には、
「（特特）」と、特定取得（特別特定取得以外） に該当する場合には「（特）」と控除区分に併記
してください。

「生命保険料の控除額」及び「地震保険料の控除額」
生命保険料及び地震保険料の控除額を記入します（支払金額ではありません）。

住宅借入金等特別控除の額 「給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書」に記載の住宅借入金等特
別控除額を記入します。ただし、算出所得税額を超える場合には、算出所得税額を限度に
記入してください。

記入欄名 記入内容

３　前職分が合算されている場合には、前職分の支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等
の金額・事業所名・退職年月日を記入してください。

５人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号 16歳未満の扶養親族が５人以上いる場合には、５人目以降の個人番号を記入します。個人
番号の前には、摘要欄において氏名等の前に記入した括弧書きの数字を付し、氏名との関
係が分かるようにしてください。

　記入例）

所得金額調整控除の適用がある場合には、その額を記入してください。

基礎控除の額 基礎控除の額を記入してください。ただし、基礎控除の額が48万円の場合には、記入する必
要はありません。

所得金額調整控除額

５人目以降の控除対象扶養親族の個人番号 控除対象扶養親族が５人以上いる場合には、５人目以降の個人番号を記入します。個人番
号の前には、摘要欄において氏名等の前に記入した括弧書きの数字を付し、氏名との関係
が分かるようにしてください。

　記入例）

国民年金保険料等の金額
社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料等の金額を記入してください。

２　同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）を有する方で、その同一生計配偶者が障害
者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名及び同一
生計配偶者である旨を記入してください。

５　退職手当等の支払を受ける一定の配偶者又は扶養親族がいる場合、氏名等を記載して
ください。

生命保険料の金額の内訳
支払った保険料の金額を記入してください。

住宅借入金等特別控除の額の内訳

配偶者の合計所得 配偶者控除または配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を記入してください
（収入金額ではありません）。

摘要 １　控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が５人以上いる場合には、その氏名を記
入します。この場合、氏名の前には括弧書きの数字（(1)、(2)、など）を付し、「５人目以降の控
除対象扶養親族の個人番号」（⑫）及び「５人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」
（⑬）の欄に記入する個人番号との関係がわかるようにしてください。
また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に「（年少）」と記入し、５人目以降の
控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が海外に居住する非居住者である場合には
その旨を記入してください。

４　租税条約に基づいて源泉所得税及び復興特別所得税の免除を受けた方については、
免税対象額及び該当条項「〇〇条約〇〇条該当」を朱書きしてください。

控除対象扶養親族の数 「老人扶養」の数は、右欄（人）が扶養の人数、左欄（内）は右欄のうち同居している人数を記
入します。

障害者の数 「特別障害」の数は、右欄（人）は扶養の人数、左欄（内）は右欄のうち同居している人数を
記入します。

◆記入についての注意点◆

５人目以降の控除対象

扶養親族の個人番号

----------------------

（１）１２３４５６７８９０１２

（２）２３４５６７８９０１２３

（摘要）
東根 花子（同配） （１）東根 スギ （２）東根 一郎（非居住者） （３）東根 春美（年少）

【用語の説明】

（１） 源泉控除対象配偶者とは、受給者（合計所得金額が

900万円以下である方に限ります。）と生計を一にする配偶者

で、合計所得金額が95万円以下である方をいいます。

（２） 同一生計配偶者とは、受給者と生計を一にする配偶者

で、合計所得金額が48万円以下である方をいいます。

（３） 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所

得金額が1,000万円以下である受給者の配偶者をいいます。

個人番号の前に記入する数字（（１）、（２）等）に

ついては、摘要欄にて記載した氏名に付記した

番号と対応する番号を記入してください。

１

2

6

3

4

5

8

7

10

9

12

11

13

14



総括表の記入についての注意点

⑥ 給与支払報告書 （総括表）

東根市長　殿

   令和　６　年　１　月　19　日　提出

給 与 の 支 払 期 間

給 与 支 払 者 の
個人番号又は法人番号 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7

フ リ ガ ナ

人

人

フ リ ガ ナ

  〒999-3701
人

人

人

総務 課 経理 係

氏名　　東根　秋子

　（電話　０２３７－４２－○○○○）

氏名

　（電話　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※所得税の源泉徴収義務のある事業主は、市県民税を特別徴収しなければならないこととされています。

　徴収対象者（退職者を除く）」欄の人員の合計を記載してください。
⑪「給与の支払方法及びその期日」欄には、月給、週給等及び毎月20日、毎週月曜日等と記載
　してください。

40

⑧「普通徴収対象者（退職者）」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書（個人別明細書）」

　を提出する者で、普通徴収の対象となるもののうち退職者（退職予定者も含む）の人員を記載してください。

⑨「普通徴収対象者（退職者を除く）」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書（個人
　別明細書）」を提出する者で、普通徴収の対象となるもののうち退職者（退職予定者も含む）を除

⑩「報告人数の合計」欄には、「特別徴収対象者」欄、「普通徴収対象者（退職者）」欄及び「普通

　に関する問合せ先となる税理士等の氏名及び電話番号を記載して下さい。
⑥「受給者総人数」欄には、１月１日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から給与
　等の支払を受けている者の総人員を記載してください。
⑦「特別徴収対象者」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書（個人別明細書）」を
　提出する者で、特別徴収の対象となるものの人員を記載してください。

③「給与支払者が法人である場合の代表者の氏名」欄には、経理責任者の職氏名を記載してく
　ださい。給与支払者が国の機関である場合には、国の機関名を記載してください。
④「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する者の氏
　名、所属課、係名及びその電話番号を記載してください。
⑤「関与税理士等の氏名及び電話番号」欄には、税理士等が報告書を作成する場合に、報告書

※「はい」の場合は必ず摘要欄に前職
　の情報を記入してください

①「給与の支払期間」欄には、「報告人員の合計」欄で計上された人員に給与を支払った期間を
　記載してください。
②「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号又は法人番号を記
　載してください。なお、個人番号を記載する場合は、左側を1文字空けて記載してください。

製造業
　　カブシキガイシャ□□□△△△

　山形県東根市大字東根甲○○○番地

　代表取締役　東根　夏男　

　同　上

　株式会社　□□□△△△

26

3

1

30

受 給 者
総 人 員

連 絡 者 の 氏 名 、
所 属 課 、 係 名
及 び 電 話 番 号

関与税理士等の氏名
及 び 電  話 番 号

給 与 の 支 払 方 法
及 び そ の 期 日

報告人員の
合          計

○○ 税務署

毎月20日

必要・ 不要

　いた人員を記載してください。

指　定　番　号

〇〇〇〇〇〇〇〇

● 他社分（前職の給与等）を含んで年末調整しているものはありますか

はい　・　いいえ

    令和　５　年　１　月分から　12　月分まで

事 業 種 目

報
告
人
員

特別徴収
対 象 者

普通徴収
対 象 者
（退職者）

給 与 支 払 者 の
氏 名 又 は 名 称

所得税の源泉徴収
を し て い る 事 業 所
又 は 事 業 の 名 称

給 与 支 払 者 が
法 人 で あ る 場 合
の 代 表 者 の 氏 名

普通徴収
対 象 者

（退職者を除く）

所 轄
税 務 署 名

納 入 書 の 送 付

同 上 の 所 在 地

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



地方税法及び市税条例の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模や
雇用形態にかかわらず、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

【　特別徴収の対象となる従業員　】

　原則、臨時雇用・パート等を問わず、全従業員が特別徴収の対象となります。

　ただし、以下の理由に該当する場合のみ普通徴収とすることができます。

給与の支払いが不定期（休職者を含む）

退職者または退職予定者（５月末日まで）

他の事業所で特別徴収（乙欄の給報）

事業専従者（毎月給与が支給される場合を除く）

普通徴収に該当する場合は、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収・理由記号Ａ～Ｄを記入してください。《記入例１》

前年退職者・乙欄該当者は所定の欄に記入してください。

また、仕切紙「普通徴収」に理由記号ごとの該当する人数を記入してください。《記入例２》

《記入例 １》 給与支払報告書　摘要欄

内 円 円 円

（摘要）

※退職予定者は退職予定
年月日を記入してください。

《記入例 ２》 仕切紙　普通徴収

特別徴収できない理由を下記の中から選択し、給与支払報告書の「摘要」欄に
「普通徴収・理由記号」を記入してください。
記入がない場合、特別徴収での取り扱いとなります。

給与の支払いが不定期（休職者を含む） 人
退職者または退職予定者（５月末日まで） 人
他の事業所で特別徴収（乙欄の給報） 人
事業専従者（毎月給与が支給される場合を除く） 人

※

◎普通徴収に該当ならないと判断した場合、市側で特別徴収に切替させ
ていただきますのでご留意ください

◎この仕切紙の後には、普通徴収の給与支払報告書を添付してください

人

　 【　ｅＬＴＡＸまたは光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて　】

令和３年１月１日以降提出する給与支払報告書につきましては、前々年における給与所得の源泉徴収票の

税務署へ提出すべき枚数が100枚以上（改正前：1,000枚以上）であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が

義務付けられました。

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額

特別徴収の完全実施へのご理解とご協力をお願いします

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

普通徴収Ｂ  3/31退職予定

生命保険料
の金額の

新生命
保険料

旧生命
保険料

介護医療
保険料

旧個人
　保険

仕 切 紙

普 通 徴 収

Ａ
Ｂ 3

給 与 支 払 報 告 書

新個人年金
保険料

ください。

合 計

4

Ｃ
Ｄ 1

少額で引ききれない場合は、「Ａ　給与の支払いが不定期」へ合算して


